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NBCI 会員各位 

ナノテクノロジービジネス推進協議会 

 

平素より NBCIの活動にご参加ご協力いただき、感謝申し上げます。 

 

経済産業省 製造産業局 素材産業課から『自殺対策強化月間（3/1～3/31）』について、ご連絡をいた

だきましたので掲載させていただきます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝以下、NBCI事務局宛メール抜粋＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

自殺対策強化月間（３月１日から３月３１日まで）にあわせて、御御協力いただきたく御連絡差し上げ

ました。 

 

自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）において、毎年 3月が「自殺対策強化月間」とされています。 

今年度も、自殺対策強化月間にあわせて、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体（協

賛団体）と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。 

 

つきましては、貴団体におかれましても、本年度の自殺対策強化月間広報ポスター（別添）、各種相談

窓口について、周知をお願いいたします。 

また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体の会員企業の職員の皆様にも、

本月間と自殺対策関係の相談窓口について周知がなされるよう、お取り計らいのほどよろしくお願いい

たします。 

 

○「経営安定特別相談事業」 

全国主要商工会議所、各都道府県の商工会連合会に設置されている「経営安定特別相談室」では、経

営難に直面している中小企業者の方に対して経営立て直しのための無料相談を行っています。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/taisaku_info/00.pdf 

 

○「中小企業電話相談ナビダイヤル」 

全国どこからでも一つの電話番号（０５７０－０６４－３５０）で最寄りの経済産業局につながり、

どこに相談したらよいか困っている方から幅広く相談を受け付けます。 

※受付時間：平日 ９：００～１２：００、１３：００～１７：００ 

（通話料がかかります。） 

https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/index.html 

 

○「まもろうよ こころ」 

もしもあなたが悩みや不安を抱えて困っている時には、気軽に相談できる場所があります。 

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ 

 

https://www.nbci.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/taisaku_info/00.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/index.html
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
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○「こころの健康相談統一ダイヤル」 

電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施している「こころの健康電話相談」等の公的な

相談機関に接続します。 

 

【0570-064-557 おこなおう まもろうよ こころ（ナビダイヤル）】 

 

NTTコミュニケーションズが定める通話料がかかります。電話会社の通話料割引サービスや、携帯電話

の料金定額プランの無料通信は適用されませんのでご注意ください。 

相談対応の曜日・時間は都道府県によって異なります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/kokoro_dial.html 

 

050で始まる IP電話や LINE Outからは接続できませんので、各都道府県・政令指定都市の窓口（IP電

話対応）の電話番号におかけください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/kokoro_dial_ip.html 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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